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新旧対照表  

（新） 

                                    が変更部分 

名  称 土 穴 ・ 須 恵 地 区 地 区 計 画 

位  置 
宗像市くりえいと一丁目、くりえいと二丁目及び赤間駅前二丁目の各一

部 

面  積 約１９.９ヘクタール 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

当地区はＪＲ赤間駅から西へ約０.７キロメートル､北西に約１キロメ

ートルに位置し、東を都市計画道路土穴須恵線､西を２級河川山田川､南

を県道宗像玄海線、北を都市計画道路石丸河東線に囲まれた本市の中核

商業地として位置づけられた区域であり、土地区画整理事業の施行によ

り、道路・公園等の公共施設、商業地及び住宅地が整備された。 

本市の中核商業地を成す地区として市街地の形成を図り、商業・業務

及び住宅需要に対応した土地の有効利用を図る地区として、土地区画整

理事業による事業効果の維持・増進を図り、商業・業務地の創出と良好

な住環境の形成を図る。 

併せて、山田川の河川環境と調和した地区形成を図る。 

土地利用の方針 

駅を中心とした賑わいのある快適なまちづくりを計画的に進めるた

め、本地区を商業系を中心とした商業地区、生活利便施設が集積する生

活関連地区、業務を中心とする業務関連地区及び良好な住環境を維持す

る住宅地区の５地区に細区分し､それぞれの目標に応じて土地利用の誘

導を図る。 

《低層住宅地区》 

良好な低層の住環境の形成を図る。 

《中高層住宅地区》 

周辺の低層住宅地との調和に十分配慮した中高層住宅地の形成を図る。 

《生活関連地区》 

周辺の住宅地との調和に配慮し､生活利便施設の集積を図る。 

《商業地区》 

商業系土地利用の純化を図り、地域の中核商業地の形成及びまちの賑わ

いの創出を図る。 

《商業・業務地区》 

県道宗像玄海線の沿道に位置し、後背の商業地区と一体的に商業・業務

地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 
土地区画整理事業によって整備された地区施設である道路及び公園の

機能の維持、保全を図る。 

 

（旧） 

                                    が変更部分 

名  称 土 穴 ・ 須 恵 地 区 計 画 

位  置 
宗像市くりえいと一丁目、くりえいと二丁目及び赤間駅前二丁目の各一

部 

面  積 約１９.９ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

当地区はＪＲ赤間駅から西へ約０.７㎞､北西に約１㎞に位置し、東を

都市計画道路土穴･須恵線､西を２級河川山田川､南を県道宗像・玄海線、

北を都市計画道路石丸・河東線に囲まれた本市の中核商業地として位置

づけられた区域であり、土地区画整理事業の施行により、道路・公園等

の公共施設、商業地及び住宅地の整備を図る。 

今回、当該地区を本市の中核商業地を成す地区として市街地の形成を

図り、商業・業務及び住宅需要に対応した土地の有効利用を図る地区と

して一帯に地区計画を定め、土地区画整理事業による事業効果の維持・

増進・活発な商業・業務環境の創出と良好な住環境を形成することを目

標とする。 

また、山田川の河川環境と調和した地区形成を図る。 

土地利用の方針 

駅を中心とした賑わいのある快適なまちづくりを計画的に進めるた

め、本地区を商業系を中心とした生活関連施設地区、業務を中心とする

業務関連地区及び良好な住環境を維持する住宅地区の５地区に細区分

し､それぞれの目標に応じて土地利用の誘導を図る。 

《低層住宅地区》 

・良好な低層の住環境の形成を図る。 

《中高層住宅地区》 

・周辺の低層住宅地との調和に充分配慮した中高層住宅地の形成を図る。 

《生活関連地区》 

・周辺の住宅地との調和に配慮し､生活利便施設の集積を図る。 

《商業地区》 

・商業系土地利用の純化を図り、地域の中核商業地の形成及びまちの賑

わいの創出を図る。 

《商業・業務地区》 

・県道宗像・玄海線の沿道に位置し、後背の商業地区と一体的に商業・

業務地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 
地区施設は、土地区画整理事業によって整備されるので、その道路、 

公園の機能の維持、保全を図る。 

 
Ｐ３ 



（新）                               （旧） 
 

区

域

の

整

備

・
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発
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び

保

全

の

方

針

 

 

建築物等の整備の方針 

建築物の整備の方針を各地区の特性に応じて以下のように定める。 

《低層住宅地区》 

当地区は、低層の住宅地として良好な環境の形成と保全のため、建

築物等の形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限を定める。 

《中高層住宅地区》 

周辺の低層住宅地との調和を図るため、壁面の位置の制限、建築物

等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又は柵の

構造の制限を定める。 

《生活関連地区》 

周辺の住宅地との調和を図るため、建築物等の用途の制限、壁面の

位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の

制限及び垣又は柵の構造の制限を定める。 

《商業地区》 

中核商業地として、核店舗となる大規模小売店舗を中心に、専門店、

飲食店等を誘導する。 

また、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さ

の最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制

限を定める。 

《商業・業務地区》 

県道宗像玄海線の沿道に位置するため、沿道型の商業・業務施設を

誘導する。 

また、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限及び建築物等の形

態又は意匠の制限を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

 

 

建築物等の整備の方針 

建築物の整備の方針を各地区の特性に応じて以下のように定める。 

《低層住宅地区》 

・当地区は、低層の住宅地として良好な環境の形成と保全のため、建

築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限を定め

る。 

《中高層住宅地区》 

・周辺の低層住宅地との調和を図るために、壁面の位置の制限、建築

物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又は

さくの構造の制限を定める。 

《生活関連地区》 

・周辺の住宅地との調和を図るために、壁面の位置の制限、建築物等

の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさく

の構造の制限を定める。 

《商業地区》 

・中核商業地として、核店舗となる大規模小売店舗を中心に、専門店、

飲食店等を誘導する。 

・また、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さ

の最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造

の制限を定める。 

《商業・業務地区》 

・県道宗像・玄海線の沿道に位置する当地区は、沿道型の商業・業務

施設を誘導する。 

・また、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限及び建築物等の形

態又は意匠の制限を定める。 
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